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【
資
料
名
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分
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代
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八
八
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一
一
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【
解
説
】 

 

 

香
川
県
が
初
め
て
誕
生
し
た
の
は
明
治
四
年
、
高
松
県
、
丸
亀
県
を
廃
止
統
合
し
た
末
の

事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
六
年
に
香
川
県
は
名
東
県
（
阿
波
・
淡
路
）
に
併
合
さ
れ
、
明

治
八
年
に
分
離
し
て
再
度
香
川
県
と
な
る
も
（
第
二
次
香
川
県
・
再
置
香
川
県
）
、
翌
九
年

に
今
度
は
愛
媛
県
に
編
入
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
一
〇
年
余
を
経
た
明
治
二
一
年
一
二
月
、
よ

う
や
く
第
三
次
に
あ
た
る
香
川
県
が
設
置
さ
れ
、
現
在
ま
で
続
く
事
と
な
る
。
こ
れ
は
全
国

で
も
最
後
と
な
る
置
県
で
あ
っ
た
。 

 

愛
媛
県
に
編
入
さ
れ
た
そ
の
間
、
讃
岐
国
内
で
は
分
県
独
立
を
図
っ
て
運
動
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
明
治
一
五
年
の
「
讃
豫
分
離
ノ
檄
文
」
は
そ
の
嚆
矢
と
さ
れ
、

そ
の
後
も
様
々
な
動
き
が
見
ら
れ
た
が
、
一
方
で
西
讃
地
域
な
ど
で
は
愛
媛
県
編
入
時
と

香
川
県
独
立
時
で
は
、
西
讃
の
県
内
に
占
め
る
位
置
、
意
味
合
い
に
大
き
な
変
化
が
あ
る
事

な
ど
か
ら
分
県
独
立
に
反
対
す
る
意
見
が
あ
が
っ
て
い
た
。 

 

本
資
料
は
そ
う
し
た
意
見
の
表
れ
で
あ
り
、
多
度
郡
、
那
珂
郡
の
計
七
一
人
が
名
を
連
ね

て
い
る
。
内
容
は
分
県
派
の
論
拠
で
あ
る
、
①
民
情
の
違
い
、
②
東
西
の
長
さ
に
よ
る
隔
絶
、

③
税
負
担
と
県
費
支
出
に
お
け
る
讃
岐
の
不
公
平
、
④
讃
岐
の
人
口
の
多
さ
の
四
点
に
つ

い
て
、
①
編
入
以
来
一
三
年
間
、
両
国
民
間
の
行
き
違
い
は
な
く
、
②
汽
船
交
通
の
発
展
に

よ
り
不
便
は
な
く
、
③
毎
年
不
公
平
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
④
置
県
は
人
口
で
は
な
く
土

地
の
広
狭
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
否
定
し
た
上
で
、
乾
金
次
郎
、
石
井
文

太
郎
両
名
を
総
代
と
し
て
出
京
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。 

 

総
代
と
な
っ
た
乾
、
石
井
両
名
が
東
京
へ
行
き
、
分
県
阻
止
の
活
動
を
行
う
中
、
本
資
料

の
作
成
後
間
も
な
い
明
治
二
一
年
一
二
月
三
日
に
香
川
県
が
三
た
び
設
置
さ
れ
た
。
分
県

反
対
派
の
活
動
が
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
愛
媛
県
編
入
時
代
に
お
け
る
讃
岐
の

あ
り
よ
う
を
模
索
し
た
、
当
時
の
活
動
の
一
つ
の
形
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
点
で
、
本
資
料

は
興
味
深
い
。 

 


